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発売日　7月26日㈰ 午前9時から（売り切れ次第終了）
商品券の使用期間　7月26日㈰～12月31日㈭
内　容　１万２,000円分（額面500円で24枚つづり）の商品券を１万円で販売
　　　　（全店共通券16枚・8,000円、中小店券8枚・4,000円）

問合せ　 ▶産業課　　557―7633　　▶商工会　　557―3389　ホームページ　http://www.mizuho-sci.or.jp/

みずほ超とくとく商品券 ２０％お得な商品券を発売します

高齢の方、障がいのある方、妊娠中の方へ 先行予約販売を行います

○発行部数1万冊
○一人3冊まで（3万円）

<<往信表面>> <<返信裏面>>

〒190-1211
瑞穂町大字
　　　石畑1973

瑞穂町商工会　行

〒190－12○○
住所

氏名　　　　　様

住所
氏名
生年月日
電話番号
購入希望冊数

お客様の

※何も記入しない
　でください。

<<返信表面>> <<往信裏面>>
お客様の

福生消防署
瑞穂出張所

商工会

役場

仮庁舎

町民会館

狭山丘陵通り

学
校
通
り

役
場
通
り

スカイホール

対　象　7月26日現在75歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方、母子手帳の
交付を受けている妊娠中の方

先行予約販売額　1,000万円
購入限度数　一人3冊(3万円）まで（申込多数の場合は抽選）
申込方法　7月1日㈬から10日㈮（当日消印有効）までに往復はがきに次の内容

を記入し、郵送してください。返信はがきで抽選結果をお知らせしま
す（当選はがきが引換券となります）。

引換期間　7月19日㈰～23日㈭ 午前9時～午後5時
※引換期間を過ぎると「引換券」は無効となります。
引換え　「引換券（当選はがき）」と７５歳以

上の方は年齢の分かるもの、障が
いのある方は障害者手帳、妊娠中
の方は母子手帳を商工会へお持
ちください。

往復はがきを開いた状態です
※詳しくはホームページまたは今月号の差し込みチラシをご覧ください。

引換え場所は商工会です。

　

町
で
は
、「
町
長
へ
の
手
紙
」を
利
用
し
て
、住
民

の
皆
さ
ま
か
ら
、日
頃
お
気
付
き
の
こ
と
や
、ご
意

見・ご
提
案
を
頂
き
、で
き
る
限
り
町
政
に
反
映
さ

せ
て
い
く
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
は
、84
通
、89
件
の
ご
意
見
な
ど

を
頂
き
ま
し
た
。そ
の
内
容
の
一部
を
紹
介
し
ま
す
。

「
町
長

「
町
長
へ
の
手
紙
」

の
手
紙
」

「
町
長
へ
の
手
紙
」

内
容
を
紹
介
し
ま
す

内
容
を
紹
介
し
ま
す

内
容
を
紹
介
し
ま
す

平成26年度
「町長への手紙」内訳

内容  件数
11
9
9
6
5
5
4
3
37

施設 
環境
福祉
道路
防災・防犯
職員
教育
交通
その他
合計 89

問
合
せ　

秘
書
広
報
課　
　

5
5
7
―
7
4
9
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
5
6
―
3
4
0
1

子
ど
も
が
安
心
し
て
通
学
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い

　

お
子
さ
ん
の
み
な
ら
ず
町
民
皆
さ
ま
の
安
全・安
心
の
た
め
、全
小

学
校
の
通
学
路
39
カ
所
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
ま
し
た
。

夜
間
で
も
安
心
し
て
通
行
し
た
い

　

既
存
の
防
犯
灯
な
ど
の
L
E
D
化
を
順
次
進
め
て
い
ま
す
。ま
た
、

町
内
会
か
ら
の
要
望
や
通
学
路
の
安
全
点
検
の
結
果
な
ど
を
も
と
に
、

新
規
設
置
も
行
っ
て
い
ま
す
。

あ
す
な
ろ
児
童
館
に
授
乳
コ
ー
ナ
ー
を

　

施
設
の
都
合
上
独
立
し
た
部
屋
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、

幼
児
室
の
一角
に
授
乳
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

防
災
行
政
無
線
の
内
容
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん

　

ス
ピ
ー
カ
ー
の
方
向
や
角
度
の
調
整
で
対
応
で
き
る
か
な
ど
検
討
し
て
い
ま
す
が
、調
整
に
よ
り
聞

こ
え
に
く
く
な
る
な
ど
難
し
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。放
送
内
容
は
、放
送
時
よ
り
２４
時
間
電
話
で
聞
く

こ
と
が
で
き
る「
電
話
応
答
サ
ー
ビ
ス　
　

５
５
７―

６
１
５
５
」で
も
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

　

手
紙
の
用
紙
は
、役
場
や
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

J
R
箱
根
ケ
崎
駅
な
ど
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。ま
た
、

フ
ァ
ク
ス
や
町
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
か
ら
で
も
お
寄
せ
い

た
だ
け
ま
す
。

あすなろ児童館の授乳コーナー
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国民健康保険　限度額適用認定証について

70歳未満の方
　「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、1カ月ごとの１医療機関での窓口
の支払額（保険診療分）が次の自己負担限度額までになります。なお、入院時の食事代、保
険適用外の差額ベッド代などは対象外となります。

※旧ただし書所得：旧地方税法第292条第4項ただし書きの課税総所得金額と同じ方式による算定所得
※住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
▶限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、保険証と印鑑を持参の上、住民課で
　認定証の交付を受けてください。
▶平成27年7月31日までの有効期間の認定証の交付を受けている方で8月以降も認定証が必要な方は、新たに申請が
　必要です。

※低所得Ⅱ（世帯主と世帯内の国民健康保険被保険者が全員住民税非課税の場合）
※低所得Ⅰ（世帯主と世帯内の国民健康保険被保険者が全員住民税非課税、かつ、所得が０円の場合）
※低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。

区分 所得区分 限度額：3回目まで（12月以内で）

旧ただし書所得901万円超 252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％（4回目以降：140,100円）

16７,400円＋（総医療費－558,000円）×１％（4回目以降：   93,000円）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％（4回目以降：   44,400円）

57,600円（4回目以降： 44,400円）

35,400円（4回目以降： 24,600円）

旧ただし書所得600万円超～901万円以下

旧ただし書所得210万円超～600万円以下

旧ただし書所得210万円以下

住民税非課税世帯

上位所得者（イ）

上位所得者（ア）

一般　　　（エ）

一般　　　（ウ）

住民税
非課税世帯（オ）

70～74歳の方 　保険証と高齢受給者証を医療機関の窓口に提示するのみで、1カ月ごとの1医療機関での窓
口の支払額（保険診療分）が次の自己負担限度額までになります。なお、入院時の食事代、
保険適用外の差額ベッド代などは対象外となります。

現役並み所得者

所得区分
外来(個人ごと) 外来＋入院（世帯単位）

課税所得145万円以上 44,400円

12,000円

8,000円

80,100円＋（医療費―267,000円）×1％（4回目以降は44,400円）
※12月以内で

44,400円

24,600円

15,000円

課税所得額145万円未満

住民税非課税

住民税非課税（所得が一定以下）

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

問合せ　住民課　　 557－7578

▶保険料の減免について　災害等で大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の
納付が困難な方については、申請により保険料が減免となる場合があります。

　保険料納入通知書と特別徴収額決定通知書を7月中旬より、75歳以上の方と65歳以上の一定の障がいのある方
に郵送します。

「被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について
被保険者証について
一部負担金（自己負担）の割合が変わる方には8月1日までに新しい被保険者証をお送りします。
　

制度のことは　広域連合お問合せセンター　　0570（086）519（ハローコウイキ）

平成２7年度　後期高齢者医療保険

減額認定証について
▶現在交付している額減額認定証の有効期限は、平成27年7月31日です。8月1日㈯以降の新しい認定証を7月中に郵
　送します。色（白色）は変わりません。
▶平成26年中の所得をもとに負担区分を再判定しているため、平成27年8月1日㈯以降は、「適用区分」が変更にな
る場合があります。

▶新規に交付を希望する方は住民課にて申請してください（申請した月の初日から有効です）。
※世帯内に住民税が課税されている方がいる場合は該当しません。
※特定疾病療養受療証は、有効期限がありませんので、従前のものを引き続きご使用ください。

問合せ　住民課　　 557－7578

限度額
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����

平成27年度　国民健康保険

▶解雇などによる失業者の特例があります。
　解雇などで職を失った方は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみ
なして国民健康保険税を算定する特例です。ただし、世帯に属するその
他の被保険者の所得は通常の額を用います。

▶短期証の交付について
　現在、国民健康保険税を滞納している方に、有効期間の短
い保険証（短期証）を交付しています。
　有効期限の過ぎた短期証は、使用できませんので、更新の
手続きをお願いします。
※未納の国民健康保険税の納付方法等は税務課でご相談くだ
さい。その後、保険証を住民課の窓口で交付します。

※短期証を交付している世帯の中で、保険税の督促、催告に
　応じない世帯には、国民健康保険法第9条第6項の規定によ
　り、被保険者資格証明書を交付することになります。

▶被保険者資格証明書について
　被保険者資格証明書では、医療機関に受診
したときに医療費の10割（全額）を支払い、7
割をご自身で町に請求する手続きが必要にな
ります。
※保険税が納付できない特別な理由がある方
　は、税務課で納税相談をお願いします。

対　象　
①65歳未満の雇用保険の特定受給資格者
 （倒産、解雇等の事業主都合により離職した方）
②65歳未満の雇用保険の特定理由離職者
 （雇用期間満了で更新希望にもかかわらず更新されなかった方等）
軽減期間　離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

▶ジェネリック医薬品に関するお知らせ（年3回　7月・　
　10月・2月予定）
　現在使用している薬をジェネリック医薬品に切り替え
た場合、自己負担額の縮減が見込まれる方へ負担額がど
の程度変わるかを試算した「ジェネリック医薬品に関す
るお知らせ」を7月・10月・2月に郵送する予定です。

▶接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院の施術内容の
　点検にご協力をお願いします
　国民健康保険に加入している方を対象に、柔道整復
（接骨院・整骨院）、鍼灸院、マッサージ院にかかった
際の施術内容について施術内容の点検を実施していま
す。委託先から施術内容の確認
の手紙が届きましたら、回答の
ご協力をお願いいたします。
委託先：
ガリバーインターナショナル（株）

　現在お使いいただいている高齢受給者証の有効期限は平成27年7月31日です。8月1日㈯を過ぎても届かない場合
は、住民課へお問い合わせください。

国民健康保険税を滞納している方へ

医療費の適正化について

保険料の減免について

「高齢受給者証」は７月下旬に郵送します。

　国民健康保険税納税通知書を7月上旬に郵送します。
　国民健康保険は病気やけがに備えて、お金を出し合い、みんなで助け合う制度です。

　生活習慣の変化や高齢者の増加等により、近年、糖尿病等の生活習慣
病になる方が増加しています。生活習慣病は、一人ひとりがバランスの
取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防ができま
す。国民健康保険税納税通知書に同封のご案内をご覧ください。

問合せ　保健センター　　 557－5108

▶納付が困難な場合は、
　お早めにご相談ください。
　被災や収入の著しい減少で生
活困窮と認められる場合は、保
険税の減免を受けられる場合が
あります。

問合せ　住民課　　 557－7578

※ジェネリック医薬品のお問合わせは、コールセン
　ター　　0120（53）0006　までご連絡ください。
※すでにジェネリック医薬品に切り替えた方や医師
と相談された方で、通知不要の場合は、住民課へ
ご連絡をお願いします。

生活習慣病予防のための
健康診査・保健指導の
積極的な利用をお願いします

問合せ▲

保険証について 住民課　　557―7578▲

納税について 税務課　　557―7529

������
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